
 

 

福岡県農山漁村振興交付金交付要綱 

 

制  定 平成１９年１０月 １日１９農整第１１３５号 

一部改正 平成２１年 ４月 １日２１農振第 １９８号 

一部改正 平成２２年 ４月 １日２２農振第 ６７３号 

一部改正 平成２３年 ４月 １日２２農振第３４５３号 

一部改正 平成２４年 ４月 ９日２３農振第３８３７号 

一部改正 平成２５年 ３月２９日２４農振第６２７７号 

一部改正 平成２５年 ５月１０日２５農振第 ６９４号 

一部改正 平成２５年 ８月３０日２５農振第１６７７号 

一部改正 平成２６年 ５月１５日２６農振第 ２５４号 

一部改正 平成２７年 ４月 １日２６農振第６６５２号 

一部改正 平成２７年 ８月３１日２７農振第１２３８号 

一部改正 令和 ４年 ５月 ６日 ４農振第 ４７２号 

一部改正 令和 ５年 ５月 ８日 ５農振第  ６４号 

一部改正 令和 ６年 ５月２０日 ６農振第 ３１７号 

一部改正 令和 ７年 ５月２８日 ７農振第 ２９８号 

一部改正 令和 ８年 ４月２４日 ８農振第 ２３３号 

 

（趣旨） 

第１ 知事は、「農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律」（平

成１９年法律第４８号）、「地域資源を活用した農林漁業者等新事業の創出等及び地域の農

林水産物の利用促進に関する法律」（平成２２年法律第６７号）、「中小企業者と農林漁業

者との連携による事業活動の促進に関する法律」（平成２０年法律第３８号）に基づき、

農山漁村地域の創意工夫による活動の計画づくりから農業者等を含む地域住民の就業の

場の確保、地域における所得の向上や雇用の増大に結び付ける取組までを総合的に支援し、

農山漁村の活性化、自立及び維持発展を推進するため、農山漁村振興交付金交付等要綱（制

定令和３年４月１日付け２農振第３６９５号農林水産事務次官依命通知。以下「交付等要

綱」という。）に定める、中山間地農業推進対策、地域資源活用価値創出対策、最適土地

利用総合対策に要する経費に対し、予算の範囲内において、市町村に交付金を交付するも

のとし、その交付に関しては、福岡県補助金等交付規則（昭和３３年福岡県規則第５号。

以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（交付の対象及び交付率） 

第２ 第１に規定する交付対象経費及びこれに対する交付率は、別表に定めるとおりとする。 

 

（経費の流用の禁止） 

第３ 別表の事業区分の欄に掲げる各事業に係る経費の相互間の流用をしてはならない。 



 

 

 

（交付金の遵守事項） 

第４ 市町村の長は、交付等要綱、農山漁村振興交付金（中山間地農業推進対策）実施要領

（制定令和２年４月１日付け元農振第２６７０号農林水産省農村振興局長通知）、農山漁

村振興交付金（地域資源活用価値創出対策）実施要領（制定令和４年４月１日付け３農振

第２９２１号農林水産省農村振興局長通知）、農山漁村振興交付金（最適土地利用総合対

策）実施要領（制定令和５年４月１日付け４農振第３５２０号農林水産省農村振興局長通

知）に従わなければならない。 

 

（交付金の交付申請等） 

第５ 規則第３条に規定する交付申請は、福岡県農山漁村振興交付金交付申請書（別記様式

第１号。以下「交付金交付申請書」という。）によるものとし、知事が別に定める期日ま

でに提出しなければならない。 

２ 市町村の長は、前項の交付申請書を提出するに当たって、当該交付金に係る仕入れに

係る消費税相当額（交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、

消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除で

きる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和２５年法律第２２６号)に規定する地方消費

税率を乗じて得た金額との合計額に交付額算定交付率を乗じて得た金額をいう。以下同

じ。）があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければなら

ない。ただし、申請時において当該交付金の仕入れに係る消費税相当額が明らかでない

場合については、この限りでない。 

３ 交付対象事業の着手（ 機械の発注を含む。）は、原則として、規則第４条の規定による

知事から交付金交付決定通知を受けて行うものとするが、事業の円滑な実施を図る上で、

交付決定前に着手する場合にあっては、市町村の長はその理由を明記した交付決定前着

手届（別記様式第２号）により、あらかじめ知事に提出するものとする。 

  この場合において市町村の長は、交付決定までのあらゆる損失等は、自らの責任とす

ることを了知の上で行うものとする。 

 

 （申請の取下げ） 

第６ 市町村の長は、交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日か 

ら１０日以内にその旨を記載した書面を知事に提出しなければならない。 

 

（計画変更、中止又は廃止の承認） 

第７ 市町村の長は、第５の交付金交付申請書の記載事項について、次の各号のいずれかに

該当する変更等をしようとするときは、あらかじめ福岡県農山漁村振興交付金変更等承

認申請書（別記様式第３号）を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

（１）別表の事業区分ごとの配分された額を変更しようとするとき。ただし、別表に掲げる

軽微な変更を除き、増額を伴う変更を含む。 



 

 

（２）交付事業内容を変更しようとするとき。ただし、別表に掲げる軽微な変更を除く。 

（３）交付事業を中止し、又は廃止しようとするとき。 

２ 前項に定める場合のほか、交付金額の減額を伴う変更をしようとするときは、前項に

準じて知事に提出し、その承認を受けることができる。 

 

（状況報告等） 

第８ 市町村の長は、交付決定のあった年度から交付事業が終了する年度まで、第２四半及

び第３四半期（別表の事業区分の欄の２の（１）、２の（２）及び３の（２）の事業にあ

っては第３四半期）の末日において、福岡県農山漁村振興交付金事業遂行状況報告書（別

記様式第４号）を作成し、当該四半期の最終月の翌月の１０日までに知事に提出しなけ

ればならない。 

ただし、知事が別に定める概算払請求書の提出をもってこれに代えることができる。 

２ 前項の規定のほか、知事は、事業の円滑な執行を図るため必要があるときは、市町村

の長に対して交付事業の遂行状況の報告を求めることができる。 

３ 市町村の長は、交付事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合

又は交付事業の遂行が困難となった場合は、福岡県農山漁村振興交付金事業遅延の届出

書（別記様式第５号）を知事に提出し、その指示を受けなければならない。 

 

（概算払請求） 

第９ 市町村の長は、交付金の概算払を受けようとする場合は、福岡県農山漁村振興交付金

概算払請求書（別記様式第６号。以下「概算払請求書」という。）を知事に提出しなけれ

ばならない。 

２ 知事は、前項の規定により概算払請求書の提出があった場合には、その内容を審査し

適当であると認めたときは交付金の概算払をするものとする。 

 

（実績報告） 

第 10 市町村の長は、事業の完了の日から起算して１月を経過した日又は事業の完了の日の

属する国の会計年度の３月３１日のいずれか早い日（市町村の長に対し交付金の全額が

概算払いにより交付された場合は事業の完了の日の属する国の会計年度の翌年度の４月

３０日）までに福岡県農山漁村振興交付金実績報告書（別記様式第７号。以下「実績報告

書」という。）を知事に提出しなければならない。 

２ 市町村の長は、交付事業の実施中に国の会計年度が終了したときは、福岡県農山漁村

振興交付金年度終了実績報告書（別記様式第８号）を作成し、翌年度の４月３０日まで

に知事に提出しなければならない。 

３ 第５第２項ただし書により交付の申請をした市町村の長は、第１項の実績報告書を提

出するに当たって、当該交付金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかになった場合

には、これを交付金額から減額して報告しなければならない。 

４ 第５第２項ただし書により交付の申請をした市町村の長は、第１項の実績報告書を提



 

 

出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る仕入れに係る

消費税相当額が確定した場合には、その金額（前項の規定により減額した市町村の長に

ついては、その金額が減じた額を上回る部分の金額）を仕入れに係る福岡県農山漁村振

興交付金の消費税仕入控除税額報告書（別記様式第９号）により速やかに知事に報告す

るとともに、知事の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。 

   また、当該交付金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかにならない場合又はない

場合であっても、その状況等について、交付金の額の確定のあった日の翌年６月１０日

までに、同様式により知事に報告しなければならない。 

 

（交付金の額の再確定） 

第 11 市町村の長は、規則第１４条の規定による額の確定通知を受けた後において、交付金

事業に関し、違約金、返還金、保険料その他の交付金に代わる収入があったこと等によ

り交付金事業に要した経費を減額すべき事情がある場合は、知事に対し当該経費を減額

して作成した実績報告書を第１０第１項に準じて提出するものとする。 

 

２ 知事は、前項による実績報告書の提出を受けた場合は、規則第１４条に準じて改めて

額の確定を行うものとする。 

 

（交付金調書） 

第 12 市町村の長は、交付事業に係る歳入歳出の予算書並びに決算書における計上科目及び

科目別計上金額を明らかにするため、福岡県農山漁村振興交付金調書（別記様式第 10 号）

を作成し知事に提出しなければならない。 

 

（財産処分の制限） 

第 13 規則第２０条第２号の規定に基づく知事が定める財産は、それぞれ１件当たりの取得

価格又は効用の増加価格が５０万円以上のものとする。 

 

（書類の提出） 

第 14 この要綱に基づき知事に提出する書類は、正副２通（所管農林事務所長を経由）とす

る。 

 

（関係書類の整備） 

第 15 規則第１０条に規定する関係書類は、交付金事業の完了した日の属する年度の翌年度

から起算して５年間保存しなければならない。ただし、市町村の長は、事業により取得

し、または効用の増加した財産で処分制限期間中、規則第１０条に規定する帳簿に加え、

別記様式第 11 号の財産管理台帳その他関係書類を整備保管しなければならない。 

   

（災害等の報告） 



 

 

第 16 市町村の長は、天災その他の災害により、交付対象事業が予定の期間内に完了せず、

手戻り工事（工事施行中、施設の施工済み箇所に被災した部分の工事であって、災害旧工

事以外の国庫負担対象として復旧するものをいう。以下同じ。）が発生し、又は交付対象

事業の遂行が困難となった場合は、別記様式第 12 号により速やかにその旨を報告し、そ

の指示を受けるものとする。 

報告に当たっては、災害の種類、被災年月日、被災時の工事進捗度、被災程度、復旧見

込額（ 手戻り工事の場合は損害額）及び防災、復旧措置等を明らかにした上で被災写真

を添付するものとする。また、市町村の長は、必要がある場合、現地調査等を実施し、報

告事項の確認を行うものとする。 

２ 手戻り工事が発生した旨の報告を受けた市町村の長は、速やかに県へ連絡するとと

もに、手戻り工事が発生した日から２０日以内に、知事に前項の報告内容に準じた報

告書を提出するものとする。 

３ 事業実施主体（地方公共団体を除く。）は、施設等について処分制限期間内に天災そ

の他の災害を受けたときは、直ちに別記様式第 12 号により、市町村の長に報告するも

のとする。 

市町村の長は、当該報告を受けたときは、直ちに当該施設等の被害状況を調査確認

し、同様式に調査の概要、対応措置等を付した上で、遅滞なく、知事に報告するもの

とする。 

 

（電子情報処理組織による申請等） 

第 17 この要綱において、書面等により行うこととしているものについては、当該規定にか

かわらず、電子情報処理組織（県の機関の使用に係る電子計算機（入力装置を含む。以下

同じ。）と申請等をするものの使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情

報処理組織をいう。）を使用して行うことができる。ただし、第５の規定による交付申請、

第７の規定による変更承認申請については、使用できる電子情報処理組織はふくおか電

子申請サービスのみとする。 

２ 前項の規定により行われた申請等については、この要綱に規定する書面等により行

われたものとみなして、当該申請等に関する要綱の規定を適用する。 

 

（その他） 

第 18 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は知事が別に定める。 

 

 附 則  

１ この要綱は平成１９年１０月１日から施行し、平成１９年度の交付金から適用する。 

２ 福岡県元気な地域づくり交付金交付要綱（平成１８年４月３日付け１８農整１３４号）

は廃止する。ただし、この要綱の施行前に、元気な地域づくり交付金実施要綱等の規定に



 

 

基づき実施され、この要綱の施行後も実施することを予定している事業については、な

お、従前の例によるものとする。 

附 則 

１ この要綱は平成２１年４月１日から施行し、平成２１年度の交付金から適用する。 

附 則 

１ この要綱は平成２２年４月１日から施行し、平成２２年度の交付金から適用する。 

 附 則 

１ この要綱は平成２３年４月１日から施行し、平成２３年度の交付金から適用する。 

附 則 

１ この要綱は平成２４年４月９日から施行し、平成２４年度の交付金から適用する。 

附 則 

１ この要綱は平成２５年３月２９日から施行し、平成２５年度の交付金から適用する。 

２ この要綱の施行前に改正前の福岡県農山漁村活性化プロジェクト支援交付金交付要綱に

基づき実施した又は実施している事業については、なお従前の例により取り扱うものとす

る。 

附 則 

この要綱は平成２５年５月１０日から施行し、平成２５年度の交付金から適用する。 

附 則 

この要綱は平成２５年８月３０日から施行し、平成２５年度の交付金から適用する。 

附 則 

この要綱は平成２６年５月１５日から施行し、平成２６年度の交付金から適用する。 

附 則 

この要綱は平成２７年４月１日から施行し、改正後の福岡県農山漁村活性化プロジェク 

ト支援交付金交付要綱の規定は平成２７年度の交付金から適用する。 

附 則 

この要綱は平成２７年８月３１日から施行し、平成２７年度の交付金から適用する。 

附 則  

１ この要綱は令和４年５月６日から施行し、令和４年度の交付金から適用する。 

２ 名称を福岡県農山漁村活性化プロジェクト支援交付金交付要綱から福岡県農山漁村振

興交付金交付要綱に改める。 

３ この要綱の施行に伴い、福岡県荒廃農地等利活用促進交付金交付要綱（制定平成２９



 

 

年４月 1日付け２９農振第３３１号）は廃止する。 

４ この要綱の施行前に、３に掲げる要綱の規定に基づき実施された事業については、な

お、従前の例によるものとする。 

附 則  

 この要綱は令和５年５月８日から施行し、改正後の福岡県農山漁村振興交付金交付要綱

の規定は令和５年度の交付金から適用する。 

附 則  

 この要綱は令和６年５月２０日から施行し、令和６年度の交付金から適用する。 

附 則  

 この要綱は令和７年５月２８日から施行し、令和７年度の交付金から適用する。 

附 則  

 この要綱は令和８年４月２４日から施行し、令和８年度の交付金から適用する。 



別表 
事業区分 対象経費等 交付率 軽微な変更 

１ 中山間地農業推進対策    

（１）中山間地農業ルネッサンス 

推進事業 

農山漁村振興交付金（中

山間地農業推進対策）実

施要領別表１の事項１

に係る経費 

交付等要綱別表１の 

（２）のアによる 

交付等要綱別表１の事業

区分（２）に掲げる軽微な

変更による 

（２）農村型地域運営組織形成推進 

事業 

農山漁村振興交付金（中

山間地農業推進対策）実

施要領別表１の事項２

に係る経費 

交付等要綱別表１の 

（２）のイによる 

交付等要綱別表１の事業

区分（２）に掲げる軽微な

変更による 

（３）棚田地域振興対策推進事業 農山漁村振興交付金（中

山間地農業推進対策）実

施要領別表１の事項４

に係る経費 

交付等要綱別表１の 

（２）のエによる 

交付等要綱別表１の事業

区分（２）に掲げる軽微な

変更による 

２ 地域資源活用価値創出対策    

（１）地域資源活用価値創出推進 

事業    

a 地域資源活用・地域連

携推進支援事業 

 

農山漁村振興交付金（地

域資源活用価値創出対

策）実施要領別記２－１

の別表１に係る経費 

交付等要綱別表１の

（１）のアの（イ）の a

による 

交付等要綱別表１の事業

区分（１）のアの（イ）の

a に掲げる軽微な変更によ

る 

（２）地域資源活用価値創出整備 

事業 

ア 産業支援型 

 

農山漁村振興交付金（地

域資源活用価値創出対

策）実施要領別記２－３

の別表に係る経費 

交付等要綱別表１の

（１）のイの（ア）によ

る 

交付等要綱別表１の事業

区分（１）のイの（ア）に

掲げる軽微な変更による 

３ 最適土地利用総合対策    

（１）最適土地利用総合事業 

   ア 最適土地利用推進事業 

農山漁村振興交付金（最

適土地利用対策）実施要

領別表１の事項１の事

業メニュー１に係る経

費 

交付等要綱別表１の

（４）のアの（ア）によ

る 

交付等要綱別表１の事業

区分（４）のアに掲げる軽

微な変更による 



イ 最適土地利用整備事業 

 

農山漁村振興交付金（最

適土地利用対策）実施要

領別表１の事項１の事

業メニュー２に係る経

費 

交付等要綱別表１の

（４）のアの（イ）によ

る 

交付等要綱別表１の事業

区分（４）のアに掲げる軽

微な変更による 

 

（２）荒廃農地再生支援事業 農山漁村振興交付金（最

適土地利用対策）実施要

領別表１の事項２に係

る経費 

交付等要綱別表１の

（４）のイによる 

交付等要綱別表１の事業

区分（４）のイに掲げる軽

微な変更による 

 

 



別記様式第1号（第5関係）

1.申請者
・市町村
・代表者名

2.申請先

３．申請する交付金

以上の補助金について福岡県農山漁村振興交付金（〇〇対策）交付要綱第5条に基づき以下のとおり交付を申請します。

４．申請内容

事業の目的

事業の内容
国庫交付金（円） 都道府県費（円） 市町村費（円） その他（円） 消費税区分 備考

0 0 0 0

0
0 0 0 0

国庫交付金額（円）

0
事業完了予定年月日

５．添付書類
書類名 提出方法

（１）予算書又は予算確
約書

（２）間接交付事業者に交
付金を交付する場合は、
市町村の交付に関する
規定又は要綱

URL

別紙事業計画のとおり

経費の配分

事業区分
　１.△△対策
　　（１）　××事業
        　ア　××事業

計
0 0 0

福岡県知事

文書番号（記載任意）
申請日

令和○年度　福岡県農山漁村振興交付金（〇〇対策）交付申請書



別記様式第2号（第5関係）
○第○○号
○○年○月○日

・申請先 福岡県知事

・市町村

・代表者名

・事業の区分

・事業メニュー及び事業量

・事業費（円）

・事業実施主体

・着手予定年月日

・完了予定年月日

・交付決定前に事業に着手する理由

交付決定前着手届

福岡県農山漁村振興交付金（〇〇対策）について、
１　交付決定を受けるまでの期間内に、天災地変を含むあらゆる事由によって事業に損失を生じた場合であっても、当該
損失は市町村長が負担する
２　交付決定を受けた交付金の金額が、交付申請額又は交付申請予定額に満たない場合、そのことをもって異議を申し立
てない
３　着手した後は、交付決定を受けるまでは事業実施計画の変更を行わない
ことを条件に、交付決定を受ける前に事業に着手したいので、届け出ます。



別記様式第3号（第7関係）

・申請先
・市町村
・代表者名

１．申請内容

【変更／中止／廃止】の
目的

事業の内容
国庫交付金（円） 都道府県費（円） 市町村費（円） その他（円） 消費税区分 備考

0 0 0 0

0 0 0 0

国庫交付金（円）
0

事業完了予定年月日

２．添付書類
書類名 提出方法
事業計画
交付規定の類

URL

計
0 0 0

　○○年○月○日付け○○第○○号をもって交付決定された令和○年度福岡県農山漁村振興交付金（〇対策）について、以下のと
おり【変更／中止／廃止】したいので申請します。

別紙事業計画のとおり

経費の配分

事業区分
　１.△△対策

（１）　××事業

　　　　　ア　××事業

文書番号（記載任意）
申請日

令和〇年度 福岡県農山漁村振興交付金（〇〇対策）【変更／中止／廃止】等承認申請書

福岡県知事



別記様式第4号（第8関係）
○第○○号
令和○○年○月○日

・申請先 福岡県知事
・市町村
・代表者名

事業費 出来高比率 事業費
事業完了

予定年月日

円 円 円

○年○月○日までに完了したもの ○年○月○日以降に実施するもの

令和〇年度　福岡県農山漁村振興交付金（〇〇対策）遂行状況報告書

　令和○○年○月○日付け○○第○○号をもって交付決定された令和○年度農山漁村振興交付金について、以下のとおり遂行状況を報告しま
す。

事業区分 総事業費

事業の遂行状況

備考



別記様式第5号（第8関係）
○第○○号

・申請先
・市町村
・代表者名

事業に要する経費
（Ａ）（円）

国庫交付金（円） 事業費（Ｂ）（円） 国庫交付金（円）

円 円 円 円

事業完了予定日

事業が予定の期間内に完了しないこと
となった理由/事業が遂行困難となった
理由

事業区分

実施計画 ○月末出来高
進捗率
（B／A）

備考

　令和○○年○月○日付け○○第○○号をもって交付決定された令和○年度福岡県農山漁村振興交付金について、以下のとおり遅延の理由を報告します。

令和○年度福岡県農山漁村振興交付金事業遅延の届出書

福岡県知事



別記様式第6号（第9関係）
○第○○号
令和○○年○月○日

・申請先
・市町村
・代表者名

遂行状況報告

金額（円） 出来高（％）
〇年〇月末日の

出来高（％）
金額（円）

○月○日迄予
定出来高（％）

金額（円）
○月○日迄予
定出来高（％）

合計

事業完了予定日

事業に要す
る経費（円）

交付決定額
（Ａ）（円）

今回請求額（Ｃ） 残高（A-（Ｂ+Ｃ））

事業区分

既受領額（B）

備考

福岡県知事

令和○年度第○四半期　福岡県農山漁村振興交付金（〇〇対策）概算払請求書

　　○○年○月○日付け○○第○○号をもって交付決定された令和○年度福岡県農山漁村振興交付金（〇〇対策）について、以下のとおり概算払を請求します。



別記様式第7号（第10関係）　 文書番号（記載任意）

・申請先
・市町村
・代表者名

１．実績報告

事業の目的

事業の内容及び実績

国庫交付金 都道府県費 市町村費 その他

0 0 0 0 0
事業完了年月日

増 減
国庫交付金
都道府県費
その他

合計 0 0 0 0

増 減

合計 0 0 0 0

２．添付書類
書類名 提出方法

予算額（円）
比較増減（円）

備考

備考
比較増減（円）

支出

区分 精算額（円） 予算額（円）

URL

合計

収入

区分 精算額（円）

経費の配分

事業区分
事業に要した経費

（円）
備考

負担区分（円）

令和○年度　福岡県農山漁村振興交付金（〇〇対策）実績報告書

○○年○月○日付け○○第○○号をもって交付決定された令和○年度福岡県農山漁村振興交付金（〇〇対策）について、以下のとおり実績を報告します。
（また、併せて精算額として福岡県農山漁村振興交付金（〇〇対策）○○円の交付を請求します。）

申請日



別記様式第８号（第10関係）
○第○○号
令和○○年○月○日

・申請先
・市町村
・代表者名

交付事業に要
する経費（A）
（円）

国費（円） 県費（円）
（A）のうち年

度内支出済額
（円）

概算払受入済
額（円）

（A）のうち未
支出額（円）

翌年度繰越額
（円）

合計 0 0 0 0 0 0 0

事業完了予定日

年度内完了分

　　令和○○年○月○日付け○○第○○号をもって交付決定された令和○年度福岡県農山漁村振興交付金について、実績を以下のとおり報告しま
す。

事業区分

翌年度繰越分

交付決定の内容 翌年度実施年度内実績

令和○年度福岡県農山漁村振興交付金年度終了実績報告書

福岡県知事



別記様式第9号（第10関係）
○第○○号
○○年○月○日

・申請先 福岡県知事
・市町村
・代表者名

１．報告

交付金の額の確定額 円

交付金の額の確定時に減額した消
費税仕入控除税額

円

消費税及び地方消費税の申告によ
り確定した消費税仕入控除税額

円

交付金返還相当額 円

消費税仕入控除税額が【明らかに
ならない／ない】理由

２．添付書類
書類名 提出方法 ＵＲＬ

令和○年度　福岡県農山漁村振興交付金（〇〇対策）の消費税仕入控除税額報告

　○○年○月○日付け○○第○○号をもって交付決定された令和○年度福岡県農山漁村振興交付金（〇〇対策）につ
いて、以下のとおり報告します。



別記様式第10号（第12関係）

交付事業名
交付決定

額
（円）

交付率
（％）

科目
予算現額

（円）
収入済額

（円）
科目

予算現額
（円）

予算現額
のうち国庫
交付金相

当額
（円）

支出済額
（円）

支出済額
のうち国庫
交付金相

当額
（円）

翌年度
繰越額
（円）

翌年度
繰越額
のうち

国庫交付
金

相当額
（円）

　○○費
　○○費
　その他

令和○年度福岡県農山漁村振興交付金調書

国
○○【市／町／村】

備考

歳入 歳出



別記様式第11号（第15関係）

国庫補助 都道府県 市町村 その他

合計 0 0 0 0 0

事業実施地区

財産管理台帳

事業実施年度
事業名

事業区分

事業の内容 工期

○○年度

処分の状況

摘要
事業種目

事業実施
主体

工種構造
施設区分

施工箇所
又は

設置場所
事業量

着工
年月日

処分制限
年月日

承認年月日
処分の
内容

竣工
年月日

経費の配分（円）

総事業費
負担区分

耐用年数

処分制限期間



別記様式第12号（第16関係）
○第○○号
○○年○月○日

・申請先

・市町村

・代表者名

・事業実施主体名

・施設等の所在地

・施設等の構造及び規格、規模等

・事業費

・交付金

・その他の負担金

・災害の原因

・被災の程度

・被害見積価格（復旧可能なものにあって
は、復旧見込額）

・その他（災害復旧計画及び資金計画）

令和○年度福岡県農山漁村振興交付金（〇〇対策）で（工事施工中/取得又は効用の増加した施設等）の災害報告について

○○年度において福岡県農山漁村振興交付金（〇〇対策）で（交付施工中/取得又は効用の増加）した施設等が災害（例：台風
○○号）により被災したので、下記のとおり報告いたします。



区　　　　　分
事業に要し

た経費
交付額 都道府県費 市町村費 その他 備　考

円 円 円 円 円

1　市町村等附帯事務費
　○○市
　　　謝金
　　　旅費
　　　庁費
　　　　賃金
　　　　共済費
　　　　需用費
　　　○○○
　　　○○○

　○○町
      ○○○
      ○○○

　○○土地改良区
      ○○○

合　　　　　計

別紙１　附帯事務費（別記様式第７号関係）



地　 区 　名 事業実施主体等 事　業　費 工 事 雑 費 備　　　　考

円 円
○○地区 ○○市

○○土地改良区

○○地区 ○○土地改良区

合　　計

別紙２　工事雑費（別記様式第７号関係）


